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一 廃棄物処理施設をめ ぐる差止裁判を契機 として 一
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1.は じ め に

1990年 代か ら、廃i棄物処 理施 設 の建 設 また はi操i業をめ ぐって、 周辺住 民 等 に

よ る生活 環境 の保全 を求 め る紛争 が多発 し、 その い くつ か は訴 訟 にまで 発 展 し

てい る。 廃棄物 処 理施 設が建 設 、操 業 され る と、 廃棄 物 の処 理 に伴 う有 害物 質

の排 出に よ り水 や大 気 が汚 染 され、近隣 住 民 の生 活環 境 が損 なわれ 、健 康被 害

が生 じるおそれが あ る。 それ ゆ え、周辺 住 民等 は、 当該施 設 の建 設 また は操業

の差 止 めの仮処 分 を申立 て た り、本 案訴 訟 と して差 止 め を請 求 す るので あ る。

と くに、産業廃 棄物 の最終 処分場 に関 す る訴訟 で は、有 害物 質 等 を含 む水 が

そ こか ら浸 出 また は排 出 され 、周辺 の井 戸水 や水源 で あ る河川 の水 を汚 染 す る

危険 性が主 張 され る こ とが多 い。飲 料水 や生 活用水 の水源 が汚 染 され る と、人

の生命 や健 康 を侵 害 す るばか りか、 一旦 、汚 染 され る と、 それ を除 去す る こ と

が困難 で あ る とい う深 刻 な事 態 を招 くこ とに な るか ら、裁判 所 は、 この よ うな

水 質汚 濁 に よ る健 康被 害 の高度 の蓋 然性 が認 め られ る場 合 に は、 その建 設 また
1)

は操業 の差 止 め を容認 す るので あ る。
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廃棄 物 処理施 設 の建 設 また は操 業 の差止 めを認 め る法 的根 拠 と して は、物権

的請求 権 に基 づ く説、 人格権 を論 拠 とす る説 、 不法行為 を理 由 とす る説等 が あ

るが、 近 時 の裁判例 で は、 人格権 を根 拠 とす る ものが主流 とな って い る。 なか

で も、 差 止請 求権 の根 拠 として人格権 を挙 げ るだ けで はな く、 そのwと して

の具体 的権利 に論 及 す る裁判 例 が見 受 け られ る。 す なわ ち、 人格権 の一種 とし

て、 「質 量 ともに生存 ・健 康 を損 な うこ との ない水 を確保 す る権 利 」お よび 「適

切 な質量 の生 活用 水 、一般通 常 人 の感覚 に照 らして飲 用 ・生 活用 に供 す るの を

適 当 とす る水 を確 保 す る権 利」 につ いて言 及 し、 この よ うな適切 な質 量 の水 を

確 保 す る権利 を 「浄水 享 受権」 と称 して、差 止請 求 の法 的根 拠 として判 示 す る

裁判例 が 出現 してい るので あ る。

人 格権 とは、 人 が生存 し、生 活 す るうえでの様 々 な人 格 的利益 の帰属 を内容

とす る権 利 を包 括 的 に あ らわ して い るので あ るか ら、 この よ うな性質 を有 す る

人格 権 につ いて、 そ の具体 的 内容 を明確 にす るこ とが 法的安 定性 を確保 す る意

味 にお いて不可 欠 で あ る。本稿 の 目的 は、裁判 例 が判 示 して きた浄水 享受権 の

性 質 を解 明 す る こ とに よ り、差 止請 求 の法 的根 拠 と して の人 格権 の具体 的内容
2)

につ い て考 察 し、 そ の安 定 した保護 のた めの一助 とす る こ とで あ る。

2.裁 判例 における人格権 と しての浄水享受権の生成

裁判 例 にお いて、初 めて人 格権 の一種 として の 「浄水 享 受権 」 とい う言 葉が
3}

用 い られた の は、福 島地 裁 い わ き支部平成13年8月10日 判決 で あ る。 しか し、

当該判 決で浄 水享 受権 と称 され た権 利 の具体 的 内容 は、仙 台地 裁平成4年2月

28日 決定 において既 に判示 され て いた。本章 で は、 まず平成4年 の仙 台地 裁決

定 におい て判 示 され た浄水享 受権 の内容 につ いて検討 した後 で、 その 内容が裁

判所 に よって どの よ うに継受 され てい ったか を観 察 す る。

① 仙 台 地裁 平成4年2月28日 決定(判 例 時報1429号XO9頁 、判例 タイム ズ789

号107頁)

仙 台地 裁平成4年2月28日 決定 は、産 業廃 棄物処 分場 の使 用i操業差 止 めを認

容 した裁判例 で あ る。す なわ ち、債務者 が産 業廃 棄物 の安 定型 最終 処分場 を設
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置 し、使用i操業を予定 していた ところ、本件処分場の周辺に居住する債権者 ら

が、水質汚濁、地盤崩壊、交通事故発生等の差 し迫った危険性が存在すると主

張して、生活環境権、人格権、物権的請求権および不法行為に基づ く差止請求

=権を被保全権利 として本件処分場について使用操業差止めの仮処分を申請 した

事案である。本決定は、飲用水 ・生活用水 として使用されている井戸水 ・沢水

が本件処分場の操業により汚濁され、人格権が侵害され る高度の蓋然性が認め

られ、かつ保全の必要性 も容認されると判断 して、本件処分場の使用操業の禁
4)

止 を命 じたので あ る。

当決定 は、 「人格 は人 の生活 の全 て の面 で法 律 上の保 護 を受 け るべ きで あ るか

ら、民法 七一 〇条 に明 示 されて い る人 格権 と して の身体権 ・自由権 ・名 誉権 は

人格 権 の 内容 の例 示 と理解 す るのが相 当で あって、 それ ぞれ の生 活 の場 面 に応

じて それ に相応 す る権利(例 え ば、精神 的苦痛 や睡 眠妨 害 を味 わ わな い平穏 生

活権 等)が 、右 民法 の規 定 を実定 法上 の根拠 として、人格 権 の一種 と して認 め

られ る もの と解 され る」 と判 示 して、 各人 の生 活 の場 面 に沿 った人格 権 に相 応

す る具体 的権利 が人格権 の一種 と して認 め られ るこ とに論及 す る。 そ して、 「人

格権 を侵 害 され た者 が 、民法 七〇 九条 、七 一〇条 、 七二二 条 に よ り損 害賠 償 請

求 をなす こ とが で き るの は も とよ り、物 権 の場合 と同様 に、排 他性 の現 れ とし

て、 現 に行 われ てい る侵 害行為 を排除 し、 又 は将 来 生ずべ き侵 害 を予 防 す るた

め、 侵害行 為 の差止 め を求 め る こ とが で き るもの と解 す る」 と述 べ、 差 止請 求

の根 拠 として人 格権 を挙 げてい る。

か か る一 般 的理論 を展 開 した後 に、本 件 にお け る人 格権 の具 体 的 内容 につ い

て次 の よ うに考 察 す る。 す なわ ち、

「人 は、生 存 して い くの に飲 用水 の確保 が不可 欠で あ り、か つ、確保 した

水 が健 康 を損 な うよ うな もので あれば、 これ も生命 或 い は身体 の完 全 を害

す るか ら、 人格権 と して の身体権 の一環 と して、質 量共 に生 存 ・健 康 を損

な うこ とのな い水 を確保 す る権利 が あ る と解 され る。 また、洗 濯 ・風 呂 そ

の他 多 くの場 面 で必要 とされ る生活用 水 に当て るべ き適切 な質 量 の水 を確

保 で きな い場 合や 、客観 的 には飲用 ・生 活用 水 に適 した質 で あ る水 を確保

で きた として も、 それ が一般 通常 人 の感覚 に照 ら して飲用 ・生 活用 に供 す

るの を適 当 としな い場合 に は、不快 感 等 の精 神 的苦痛 を味 わ うだ けで は な
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く、平 穏 な生活 を も営 む こ とか で きな くな る とい うべ きで あ る。 したが っ

て、人 格権 の一 種 として の平 穏生 活権 の一環 として、 適切 な質量 の生活用

水 、 一般 通常 人 の感 覚 に照 ら して飲 用 ・生 活用 に供 す るの を適 当 とす る水

を確保 す る権 利 が あ る と解 され る。 そ して 、 これ らの権利 が将来 侵 害 され

るべ き事 態 にお かれ た者 、す なわ ち その よ うな侵 害 が生ず る高 度 の蓋然性

のあ る事 態 におかれ た者 は、侵 害行為 に及 ぶ相 手方 に対 して 、将来 生 ずべ

き侵害 行 為 を予 防す るた め事前 に侵害 行為 の差 止 め を請 求す る権 利 を有 す

るもの と解 され る。」

こ こで は、 「人格権 として の身体 権 の一 環 として、質量共 に生存 ・健 康 を損 な

う こ との な い水 を確 保 す る権 利」 お よび 「人格 権 の一種 として の平 穏 生活権 の

一環 として
、適切 な質 量 の生 活用 水 、一一般 通 常人 の感覚 に照 ら して飲用 ・生 活

用 に供 す るのを適 当 とす る水 を確保 す る権利 」 につ いて論及 して い る。つ ま り、

健康 に支 障 を きた さな い、身体 権 の一環 として の適切 な質量 の水 を確保 す る権

利 と、0般 通常 人 の感覚 に照 ら して飲用 ・生活 用 に供 す るの を適 当 とす る、平

穏 生活権 の._.と して の適切 な質量 の水 を確保 す る権 利 の2種 類 の具体 的権 利

につ いて言及 して い るので あ る。 当該決定 は、人格 権 の視 点か ら適切 な質 量 の

水 を確 保 す る権 利 につ いて考 究 し、身体権 の一環 として の水 を確保 す る権 利 と

生 活平 穏権 の一環 としての それ とを説示 した点 に意 義 が あ る。 と くに、飲料 水

確保 の権 利 を身体 権 に関わ るもの と して、生 活用水 確保 の権利 を平穏 生活権 に

関わ る もの として位 置づ け、水 利用 の用途 別 に保護 法益 を考察 し権 利構 成 した
5}

点 に特徴 を見 出す こ とが で きるので あ る。

②熊本地裁平成7年10月3i日 決定(判 例時報X569号101頁 、判例タイムズ903

号241頁)

平成4年 仙台地裁決定の考え方を継受 した裁判例 として、熊本地裁平成7年

10月31日 決定がある。当決定は、債務者が産業廃i棄物の安定型最終処分場の設

置、使用、操業を計画 していたところ、周辺住民である債権者らが、水質汚染、

大気汚染による健康被害等の差 し追った危険を理由に、生命、健康を維持 し、

快適な生活を営む権利(人 格権)に 基づ く差止請求権を被保全権利 として本件

処分場の建設、使用、操業の差止めの仮処分命令を申立てた事案である。熊本
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地裁は、本件処分場か らの有害物質の漏出により地下水汚染が惹起 され、飲用 ・

生活用水を確保する権利が侵害されるおそれがあるとして被保全権利を認めた

が、債権者 らに将来生ずべき侵害を予防 しつっ、最終処分場建設の必要性を満

たすために、当処分場については埋立て予定地内に保有水および雨水等の埋立

地からの浸出を防止することができる遮水工を設けることを条件 として、本件

処分場の建設、操業を認めるのが相当であると判断 して、条件付きで処分場の
s)

建設、使用、操業の差止めを命 じたのである。

当決定の理論的根拠は、適切な質量の水を確保する権利について、人格権 と

しての身体権および平穏生活権の一環 として位置づけ、それが侵害された場合

には差止請求ができると判断しているところにあるから、平成4年 仙台地裁決

定の強い影響を受けていると思われる。本決定は、平成4年 決定を踏襲 しつつ

も、地下水汚染 とそれに関連する汚染の蓋然性について総合的に考察 した とこ

ろに特色がある。当該決定は、地下水汚染の高度の蓋然性 を認め、人格権 に基

づ く差止請求権を被保全権利 とする本件処分場建設禁止等の仮処分の申立てを

容認 したのであるが、一方で土壌汚染の危険性を理由とした土地所有権 に基づ

く差止請求権 および灌概用水の汚染の危険性を理由とした水利権に基づ く差止

請求権についても論及 している。地下水汚染の高い蓋然性が肯定 されれぼ、そ

れ と関連のある土壌汚染や灌瀧用水の汚染の蓋然性についても容認 される可能

性もあろうが、 ここでは、地下水汚染以外の蓋然性は認められなかった。すな

わち、土壌汚染に関 しては処分場の有害物質によって土壌が汚染され る危険性

があるとして も、直ちに右土地の財産的価値が低下するとは認められない とし
の

て土地所有権 に基づ く差止請求権を否認 し、灌慨用水の汚染に関 しては生活用

水 として日常的に直接飲用するの と異なり、摂取する経路が間接的である上に、

その量もごくわずかであるから、その危険性 も小 さく、一般通常人の感覚か ら

みてもその嫌悪感には顕著な差異があるとして、水利権 に基づ く差止請求権を
8)

も否定 した ので あ る。差 止請 求 の成 否 につ いて、 土壌 汚 染 の場合 は土地 の財 産

的価値 とい う基 準 に よって、灌 概用 水 の汚 染 の場 合 には水 利権 の財 産 的価値 で

はな く、人格 的利益 とい う基 準 に よって判 断 して い る と考 え られ 、判 断基 準 に

お いて財貨秩 序 と人 格秩序 の混 同が み られ る。 この こ とは、侵 害行 為 が人 格権

侵 害 に至 って い る とみ るか、 それ とも財産 権侵 害 に とどまって い る と捉 え るか
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が、差止請求の成否の規定的意味をもつことを明示 している。水質汚濁を水利

権(物 権)の 侵害 と解するか、人格権の侵害 と解するか という判断は、水利用
s>

の目的 との関連性を意識 しつつ、被侵害利益の種類 ・性質および被害の程度を
ia)

重視 して決 め られ る とい え よ う。

③福岡地裁田川支部平成10年3月28日 決定(判 例時報1662号131頁 、判例タイ

ムズ1003号296頁)

福岡地裁田川支部平成10年3月28日 決定もまた、平成4年 仙台地裁決定 と平

成7年 熊本地裁決定の理論構成に追従する。本件は、債務者が県知事の許可を

得て産業廃棄物の安定型最終処分場を建設 して使用、操業する計画を立てたと

ころ、本件処分場予定地の周辺住民である債権者 らが本件処分場の建設等によ

り有害物質が流出 し、飲料水が汚染されるおそれがある等の理由により、人格

権、水利権、土地所有権に基づき、本件処分場の建設 、使用およびi操業の差止

めを求めて仮処分を申立てた事案である。福岡地裁田川支部は、本件処分場の

有害物質を含んだ浸出水が流出 した り地下に浸透することによって、付近の井

戸および浄水場の水源を汚染する高度の蓋然性が認められること等を理由に、

人格権に基づ く差止請求権について被保全権利の存在が認められるとしたうえ

で、いったん本件処分場の操業により侵害が生じたときは債務者にその原状回

復の技術や資力はな く、 この汚染を除去することは極めて困難であるため、人

格権を被保全権利 とする保全の必要性が存するとし、本件処分場の建設、使用
　り

お よび操業 禁 止 の仮 処分 の申立 て を認 容 したの で あ る。

本決 定 は、人格権 の具体 的内容 に言及 し、 「人格権 と しての身体 権 の一環 とし

て、質 量 共 に生存 ・健康 を損 な うこ との な い水 を確保 す る権 利 」 お よび 「人格

権 の一 種 と して の平 穏 生活権 の一環 として、適切 な質 量 の生活用 水 、一般 通常

人 の感 覚 に照 ら して飲用 ・生活 用 に供 す るの を適 当 とす る水 を確 保 す る権 利 」

につ い て判示 して い る点 にお いて、平 成4年 仙 台地 裁決定 お よび平成7年 熊本

地 裁決 定 と異 な る ところはな く、両決 定 の延長線 上 に位置 づ け られ る。
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④水戸地裁平成11年3月15日 決定(判 例時報 ・i1号86頁 、判例タイムズXO53

号274頁)

平成7年 熊本地裁決定 と同じ立場から、差止めの仮処分申立てについて水利

用の用途に応じて判断を下 したものとして水戸地裁平成11年3月15日 決定があ

る。当該決定は、水道水の水源を汚染する場合 と農業用水の水源を汚染する場

合 とを区別 して考察 した。本件は、債務者が産業廃棄物の安定型最終処分場の

設置、使用、操業を予定 していた ところ、その建設予定地の周辺住民である債

権者 らが、本件処分場か ら排出される有害物質によって汚染された地下水およ

び地表水によって債権者らが使用 している水道水、井戸水、農業用水が汚染さ

れるおそれがあるとして、人格権、水利権 に基づいて、処分場の建設、使用、

操業の差止めを求める仮処分を申立てた事案である。水戸地裁は、債権者 らの

うち本件処分場か ら流出する水によって汚染される可能性のある河川か ら取水

される水道水の使用者については、本件申立てを認容する一方で、農業用水の

使用者については、農業用水は水道水のように直接汚染水そのものが人体に影

響を及ぼすものではない等の理由で、保全の必要性がないと判断 して、申立て
12)

を却 下 した。

当決定 は、被保 全権 利 で あ る人格 権 の 内容 につ いて、 次 の よ うに論 及 す る。

すな わち、

「人格権 の一 内容 として、社会 一一般 の感覚 に照 ら して、生命 ・健康 に危 険

のない質 の飲 料水 、生活用水 を確保 す るこ とが含 まれ る とい える。 そ して、

右 内容 の人格 権 は、 その性 質 か らみて、法 的 に最 大 限 の保 護 に値 す る もの

で あ り、他 人 の行 為 に よ り侵害 され る可能 性 が あ る場 合 には、 その行 為 を

事前 に差 し止 め る こ とが認 め られ る もの と解 す る。」

さ らに、水戸地 裁 は、被保全権 利 の保全 の必要性 につ いて次 の よ うに判 示 し、

水 道水 の汚 染 の場 合 と農 業用 水 の汚染 の場合 の判 断 を別 異 に考 え る。 す なわ ち、

「本件処 分場 か ら流 出す る水 によって汚染 され る可 能性 の あ る河川 か ら取

水 され る水道 水 を使 って い る債権 者 らにつ いて はその危険 が 顕在 化 した場

合 は、 その結 果 は重大 で あ り、 回復 が 困難 また は不可 能で あ る こ とを勘案

す る と保 全 の必要性 はあ る もの と思 料 され る。(中 略)し か し、 田野川 の水

を農 業用 水 として利用 して い る こ とを根拠 として権 利 を主 張 してい る債権
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者 らについては、農業用水は、水道水のように直接汚染そのものが人体に

影響を及ぼすものではな く、その水によって生育 した農産物に影響するこ

とによって間接的に影響するわけであり、万一被害が発生 した場合には、

その発見及び回復 も飲用水ほど困難 とは思料されないので、事前差止めま

でを求める保全の必要性はないもの と判断される。」

水道水の水源が汚染される場合 と農業用水の水源が汚染される場合では、前

者は直接的に健康被害が生じる蓋然性が高いが、後者の被害はあ くまで も直接

には農産物に被害が生じる財産的損害にすぎない。 したがって、両者には被侵

害利益の種類 ・性質に差異があるため、水道水利用者 と農業用水利用者の差止

めの成否に相違が生じた と理解できる。その一方で、侵害行為について水質汚

濁 という同類型の侵害であったとしても、水利用がいかなる用途でなされてい

たか という水利用の目的の視点から両者を区別 し、飲用水の水源汚染 と農業 用
i3?

水 の それ につ いて要 保 護性 の差 異が生 じた と捉 え る こ ともで き よ う。

前掲 の一連 の諸 決定 の存在 に もか か わ らず 、当決 定 は、人格 権 の 内容 と して

身体権 の一環 として の 「生命 ・健 康 に危 険 のな い質 の飲 料水 ・生 活用 水 を確保

す る」 権 利 の み を論 じ、平穏 生 活権 の一環 として の適切 な質 量 の水 を確保 す る

権 利 には言及 して いな い。 これ は、 身体権 として の浄水 享受権 の侵 害 を認 めれ

ば、平 穏 生 活権 と して のそれ に論及 す る必要 はない と考 えたた めで あ ろ う。 な

ぜ な ら、平 穏 生 活権 は、身 体権 の侵 害 に至 らなか った場 合 の精神 的平穏 を確保

す る権 利 で あ るので、 身体 権 としての浄水 享受 権 の侵害 が認 め られ なか った と

きに初 めて検 討 の対象 とな る性 質 を有 す るか らで ある。

⑤鹿児島地裁平成12年3月31日 決定(判 例タイムズ1044号252頁)

人格権 としての適切な質量の水を確保する権利について判示する際に、身体

権の一環 としての適切な水を確保する権利のみを論 じたもの として鹿児島地裁

平成12年3月31日 決定がある。本件は、債務者が産業廃棄物の管理型最終処分

場の建設 を計画 したところ、建設予定地周辺に居住する債権者 らが、本件処分

場の遮水工が破損するおそれがあること等を主張 し、処分場が建設、操業され

ると有害物質を含んだ浸出水や放流水が流出して地下水に混入 し、債権者 らが

飲用ない し生活用水 として使用 している井戸水が汚染されるおそれがあるとし
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て、人格権に基づきその建設の差止めの仮処分 を申立てた事案である。鹿児島

地裁は、遮水工が将来的に破損する可能性を否定できないこと、遮水工か ら漏

水 した有害物質を含んだ浸出水が地下水や井戸水に混入する可能性が高いこと

等の理由により、債権者 らの うち井戸水 を飲用水 ・生活用水 として利用する者

については、飲用水 ・生活用水 を確保および使用する権利が侵害される可能性

を認め、当該権利が生存に関わる重要な権利であることに鑑みこの権利侵害は

受忍限度を超えるものと判断して、工事差止めの仮処分を認容 したのである。

当決定は、被保全権利について 「債権者 らは、人格権 として生存及び健康を

維持するのに十分な飲用水及び生活用水を確保及び使用する権利を有 している。」

と論述 した後で、次のように判示する。すなわち、

「〔井戸水を飲用水、生活用水 として利用 している〕債権者 らの被保全権

利は、生存に関わる重要な権利であるところ、債権者 らは、右有害物が混

入 した井戸水を飲用水、生活用水 として継続的に長期間摂取することにな

るおそれがあり、有害物の摂取が微量であったとしても、永続的に継続 し

て人体に対する影響を与えるおそれがあるので、債務者の事業者 としての

性格は措 くとしても、本件処分場の建設及びi操業による右債権者 らの飲用

水、生活用水の汚染による人格権の侵害は、受忍限度を超えるもの という

べきであるか ら、右債権者 らの人格権に基づ く妨害排除請求権 としての被

保全権利が認められる。」

本件において、人格権侵害 として考慮されている具体的内容は、「人体に対す

る影響」、つまり健康被害であり、身体権の一環 としての水 を確保する権利につ

いてのみ検討 していることがわかる。これは、前掲水戸地裁決定 と同様に、身

体権 としての浄水享受権の侵害を認めれぼ、平穏生活権 としてのそれを問題 と

する必要はないと考えているか らであろう。

⑥福 島地 裁 いわ き支部 平成13年8月10日 判決(判 例 タイ ムズll29号X80頁)

福 島地裁 いわ き支部 平成13年8月10日 判 決 は、結 論 としてi操業 中の廃 棄物 処

理場 の操 業差 止 め を認 容 しなか った事案 で あ るが、今 まで論 じ られ て きた適切

な質量 の水 を確保 す る権利 につ いて、裁判所 が 「浄水 享受権」 とい う用語 を使 っ

て初 めて判 示 したケ ースで あ るた め、 こ こで取 り上 げ る。
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本件 は、被 告 が一一般 廃棄 物最 終処分 場 を設置 して操 業 して いた ところ、本件

処分 場 の周辺 に居 住 す る原 告 らが、廃 棄 物 に含 まれ る有 害物質 が流 出 して飲 料

水 等 として利用 す る河川 や地下 水 を汚 染す る こ とに よ り健 康 を損 な うお それが

あ る と主張 して、人 格権 と して の浄 水 享受権 に基 づ き本件 処分 場 の操業 差 止 め

お よび廃 棄 物 等の撤 去 な らび に不法 行為 に基 づ く損害賠 償請 の請 求 を した事案

で あ る。本 判 決 は、 当処 分場 の操業 が原 告 らの浄水 享受 権 を侵 害す る もので は

な い と判 断 し、操業 差止 めお よび廃棄 物等 の撤 去 を求 め る原 状 回復請 求 は理 由

が ない とす る と ともに、不法 行為 を構成 しな いた め不 法行為 に基 づ く損害 賠償

請 求 も理 由が ない として、原 告 の請 求 をいずれ も棄 却 した。

本判 決 は、 人格権 の具 体 的 内容 に関 して論及 し、次 の よ うに 「身体権 と して

の浄水 享 受権 」 お よび 「平穏 生 活権 としての浄水 享受権 」 の概 念 につ いて説示

す る。 すな わ ち、

「人 は、生存 して い くのに飲用 水 の確保 が不 可欠で あ り、か つ、確保 した

水 が健 康 を損 な うよ うな もので あれ ば、 これ も生命 あ るい は身体 の完 全 を

害 す るか ら、 人格権 としての身体 権 の一 環 として、質 量 とも生 存 ・健 康 を

損 な うこ との ない水 を確 保 す る権 利 が あ る と解 され る(以 下、 これ を 『身

体 権 と して の浄水 享受権 』 とい う。)。また 、洗濯 ・風 呂その他 多 くの場面

で必 要 とされ る生 活用水 に当て るべ き適 切 な質量 の水 を確保 で きな い場合

や、 生存 ・健 康 を損 な うお それ が明確 で ない として も、 それ が一般通 常 人

の感 覚 に照 らして飲 用 ・生 活用水 に供 す るの を適 当 としな い場 合 には、不

快 感 等 の精神 的苦痛 を味 わ うだ けで は な く、平穏 な生 活 を も営 む こ とがで

きな くな るか ら、 この ような適切 な質 量 の生活用 水 を確 保 す る権利 を受 忍

限度 を超 えて侵 害 され る場 合 は、 この侵害行 為 を排 除で き る とい うべ きで

あ る。 す なわ ち、 人格権 の0種 と して の平 穏生 活権 の一一環 として 、適切 な

質量 の生活用 水 、一般通 常 人 の感覚 に照 らして飲 用 ・生 活用水 に供 す るの

を適 当 とす る水 を、受忍限度 を超 えて奪 われない権利 が あ る と解 され る(以

下 、 これ を 『平穏 生活権 として の浄水 享受 権』 とい い、 前記 『身体 権 と し

ての浄水 享 受権 』 と合 わせ て、 単 に、 『浄水 享受権 』 ともい う。)。そ して、

これ らの権利 が将 来侵 害 され るべ き事態 におかれ た者 、 す なわ ち、 その よ

うな侵 害が 生ず る高度 の蓋 然性 の あ る事 態 におか れた者 は、 侵害 行為 に及
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ぶ相手方に対 して、将来生ずべき侵害行為を予防するため事前に侵害行為

の差止めを請求する権利を有するもの と解され る。」

当該判決では、廃棄物処分場の操業差止めの請求が棄却されてはいるが、裁

判所が人格権の具体的内容に論及 し、適切な質量の水を確保する権利について

「浄水享受権」 という言葉をもちいて表現 している。平成4年 仙台地裁決定にお

いて説示された 「適切な質量の水を確保する権利」が、人格権の具体的内容を
i4)

あ らわす権 利 として裁判 にお いて定 着 した証左 で あ る とい え よ う。

3,身 体権としての浄水享受権と平穏生活権 としての浄水享受権

(1)差 止請 求の法 的根拠

前章 にお いて、裁判例 にお ける2種 の浄 水享 受権 の生成 につ いて観察 して き

たが、本 章で は、 これ らの浄水 享受権 の性質 につ いて考察 してい くこ とにす る。

と くに、身体 権 としての浄水 享 受権 と平穏 生活権 として の浄水 享受権 の関 係性

お よび両権 利 の位置 づ けにつ いて解 明す るこ とが重要 で あ る と考 え る。 そ こで、

その解 明 の前提 として、差 止請 求 の法的根 拠 の問題 につ いて論 じな けれ ば な ら

ない。

他人 の行為 に よって健 康被 害 や生 活妨害 が生 じるお それ が あ る場 合 に、 いか

な る法 的根拠 に基 づ いて差 止 めが請 求で きるか にっ いて は、実 定法 上 の規 定が
15)

な いた め以 前 よ り議論 されて きた。
I6)

差止請求権の法的根拠の問題は、3つ の基本類型に大別することができる。

第1に 、排他的支配権である 「権利」に差止請求権の根拠 を求める権利的構成
17}18)

で あ る。 この見解 は、権 利 の捉 え方 によ り、物権 的請 求権 説 、人格 権 説 、環 境
t9)

権説に分けられる。権利的構成は、客観的に違法な権利侵害があれば直ちに差

止請求権が発生すると考えるか ら、被侵害利益の性質、被害の程度、侵害行為

の種類等を利益衡量する可能性は理論的には排除されることになる。第2に 、

民法709条 の不法行為に差止請求権の根拠を求める不法行為説である。この説に

よれば、同条は損害賠償の請求 とともに、事前に侵害行為を防止する差止めの

請求も認めていると解することになる。不法行為説は、成立要件の解釈により、
20)21}

純粋不法行為説、新受忍限度論的不法行為説等に分説される。不法行為の成立
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要件を厳格に解す ると、差止請求にも損害の発生および故意 ・過失が要求され

ることになるが、損害がいまだ発生 していない段階で不法行為の理論を適用す

ることの当否が問題 となる。第3に 、違法な侵害 またはそのおそれがあること

を差止請求の法的構成の基軸 とする違法侵害説である。 この学説は、法的保護

に値する権利または利益が違法に侵害され、予防的救済が必要 とされる場合に、

違法な侵害からの法益保護の必要性そのものを直接的な根拠 として差止請求権
22)

を認めようとする考え方である。権利的構成にこだわらず差止めによって保護

されるべき法的利益について広 く差止めの可能性を肯定する点において不法行

為説 と共通項が見出せ るが、帰責事由を要求するわけではないから、不法行為
23)

説の枠外に位置づけられる。

さらに、権利的構成だけでは抜け落ちる保護法益について受け皿 となる法的

構成が必要 となるとの観点か ら、権利的構成 と他の学説 とを並存させて二元的

な構成を採 る立場 も有力である。た とえば、絶対権侵害と解 される場合は当然

に差止めを認めるが、絶対権以外の利益の侵害または質的には絶対権侵害であ

るが、ある程度の量的侵害がない と違法 と認めることができない場合には、侵

害行為の態様(悪 性〉を考慮 して違法 として差止めを肯認すると解する見解で
24)

ある。二元的構成説は、生命、身体、健康などの絶対権が侵害された場合には

直ちに差止請求を認めるが、 日照妨害などの絶対権侵害に至 らないような生活

妨害の場合には侵害行為の種類、性質等の事情をも総合的に考慮 して差止めの

可否を判断す るという、権利的構成を基軸 として他の構成がそれを補完する二
25)

元 的な構 成 を採 って い る と理 解 で きるの で あ る。

近 時、 この よ うな差止請 求権 の法 的根 拠 に関 す る従 来 の議 論 とは まった く異

なった視 点 か らアプ ローチ す る学説 が出現 した。 それ は、 「秩 序」違反 に対 す る

サ ンクシ ョン として の差 止 め の可 能性 を示 唆す る見解 で あ る。 この説 は、生活

利益秩 序 にお け る差 止 めにつ いて は厳 密 な意味 にお いて の 「権 利」 を語 るこ と

がで きない以上、 「権 利侵害 」 とい うよ りも 「秩 序」 違反 に対す るサ ン クシ ョン
26)

としての差止めを認めるべきであるとする。当学説は、広中俊雄教授が説かれ

た市民社会の法秩序論に依拠 して展開されているため、まず、広中理論を説明

しなければならない。

広中理論は、不法行為法における保護法益の類型論の考察を出発点に据 え、
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財産に関する法秩序 と人(人 格)に 関する法秩序を体系的に整序することによっ
27)

て、人 格権 の確立 を踏 ま えた民 法 の体 系 論 を展 開 して い る。 この法秩 序論 にお

い ては、市 民社会 にお け る基 本秩 序 と して 「財 貨秩 序 」(「財貨 帰 属秩 序 」 お よ

び 「財 貨移転 秩序 」)と ともに 「人格秩序 」 が析 出 され る。 「人 格 秩序 」 とは、
zs)

「個 々の人 間が すべて人格 的利益 の帰属 主体 として扱 われ る仕 組 み」 を いい、 こ

の秩序 の周辺 に は外郭 秩序 た る性 格 を もつ 「生活 利益 秩序 」 が存 し、 こ こで は
29}

「環境 か らの生 活利益 の享 受」 が 問題 とな るので あ り、 「人 格秩 序 」 にお け るよ
34)

うな帰属 が 問題 とな るので はない。 中核 秩 序 た る 「人 格秩 序」 と外郭 秩序 の性

質 を もつ 「生活利益秩 序」 の主 な相 違点 は、 「人格 秩序 」 にお いて は、 人格 的利

益 の帰属 の侵 害が 直 ちに 「秩序 」違反e違 法 と評価 され るの に対 して、 「生活 利

益 秩序 」 にお いて は、他 人 の享 受 して きた環境 を悪 化 させ る行 為 は、 あ る程度

を超 え ない限 りその他 人 にお いて受 忍す る こ とを期 待 され、 そ の限度 を超 え る

場 合 に は じめて、他 人 の生 活利 益 を 「生 活利益 秩序 」 に反 して不 当 に害 す るも
31)

の と評価される、 と論究するのである。

吉田克己教授は、いわゆる位置指定道路の通行が妨害された場合の妨害排除

請求権について、私道の通行利益を生活利益秩序の次元に属するものと把握 し

たうえで、 「生活利益秩序に違反すると評価された行為の差止」 として理解 し、
32}

「秩序違反 を直接 の根拠 とす る差止 とい う構成 」 を提示 す る。 さ らに、 国立 マ ン

シ ョン第1審 判決 にお け る景観 利益 の保 護 の法 的構成 につ い て、景 観利 益 の背

後 にあ るの は、法 源 としての性 格 を付 与 され た 「景観 保 護 を内容 とす る土 地利

用 に関 す る地域 的ル ール」 で あ る と述 べ、 「完 成 した マ ンシ ョンの一 部撤 去 も、

不 法行為 の効 果 としてで はな く、地 域 的 ル ール違反行 為 に対す るサ ン クシ ョン

として違 反是 正措 置が認 め られ た もの」 と解 して、 「『秩 序 』違反 に対 す るサ ン
33)

クシ ョン として の差 止」 に論及 す る。 つ ま り、 生活利 益 の侵 害 に関す る差 止 め
34)

について、 「秩序」違反 に対 す るサ ンクシ ョン として構成 す るので あ る。 しか し、

生活利益 の侵害 をあ えて 「秩 序 」違反 と解 す るた めに は、 「秩序」 の具 体 的 内容
35)

を明確にしたうえで、「秩序」違反 と構成する積極的な理由づけが必要であろう。

ところで、判例 においては、被侵害利益の種類 と性質、侵害行為の態様等を

比較衡量することにより侵害行為が受忍限度を超えると評価され る場合には、

物権的請求権の拡張形態 としての人格権侵害を根拠 として差止請求を認容する
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3S}

こ とが 主流 となって い る。要 す るに、判 例 は、利益 衡量 に よって人格権 の侵 害

にあた るか否 か を判 断 し、差 止 め の成 否 を決 めて い るので あ る。裁判 例 は、疾

病 に至 らな い不 健康 の状 態、 単 な る精 神 的苦 痛や 不快 感 を も人格 権 に委 ねて処

理 して い るた め、 その外延部 分 において利益 衡量 に よ る受 忍 限度的 な判 断 をせ
　

ざ るをえ ない ので あ る。 この よ うな利 益衡 量 に決 定 的 な比 重 をお く判 例 の態度

に対 して、 「歯 止 めのない利 益衡 量」 を許 し 「裁判官 の裁量 に白紙委任 す る」 こ
38)

とにな る との批判 とともに、人格 権 を根拠 として権利構 成 した こ との意 味 を喪
39}

失させ ることになるとの論難がなされている。

最近の判例において、絶対権 としての身体権の要保護性を強調するものがあ

る。すなわち、自動車の排気ガス等を原因 とする大気汚染による沿道住民の健

康被害を認定 した平成12年 尼崎訴訟判決は、次のように判示する。すなわち、

「身体権は絶対権に属する権利であるから、物権侵害に対応 して物権的請

求権が発生するの と同様 に、身体権を侵害する他人に対 しては(当 該他人

の故意や過失を問題にするまでもな く)侵 害の排除を求める趣旨の人格的
4a)

請 求権 が発生 す る こ とにな る。」

この よ うに本判 決 は、 絶対権 として の身体権 の保 護 を強調 して い る ことは確

か で あ るが、 身体 権 の侵 害 の場 合 と身体権 の侵 害 には至 らな い場合 とを区別 し

て、両者 の相違 を明示 して い るわ けではない。 しか しなが ら、 「身体権 は絶 対権

に属 す る権 利 で あ る」 とい う表現 につ いて、利 益衡 量 を排 除 す る意 味 を含 んで

い る と考 え るな らば、 当判 決 の態度 にっ いて権 利 的構成 を軸 とした二元 的構成
41)

説 へ の接近 を見 出 す こ とも可 能 で あ ろ う。一方 で、 絶対権 も他 の権 利 との調整

が必要 で あ る こ とを考慮 すれ ば、 利益衡 量 を排斥 す る こ とには繋 が らないが、

少 な くとも判例 が 身体権 を基 軸 とした保 護 の あ り方 を考 えて い る点 で は、 二元

的構 成 説 との間 にお いて思考 の次 元 が乖離 して い る もので はない と考 え られ る
42)

の で あ る。

(2)身 体権 と平穏生活権の関係性
43)

身体権 とは、身体 的人 格権 を指 し、 生命 、身体 、健康 な ど人 間 の身体 的属 性

に対 す る権 利 で あ る。保 護法 益 の なかで、最 も要保 護性 が 求 め られ るの は、生
44)

命 、 身体 、健康 で あ る。 したが って、 身体 的人格権 は、絶対 的人格権 で あ り、
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かかる権利が侵害された場合には、侵害者の故意または過失を要することな く、

また、被害の程度や侵害行為の態様を問 うこともな く、直ちに差止請求が認め
457

られると考えられる。絶対的人格権 を侵害 された者が侵害行為を差止める必要

性は、侵害者の故意 ・過失の有無や侵害行為の態様等によって変わるところは

ないか らである。
46)

平穏生活権 とは、人が平穏で安全な生活を営む権利である。差止請求の法的

根拠たる人格権 としての平穏生活権について、判例が初めて論及 したのは、昭
47)48)

和62年 横田基地m音 公害訴訟控訴審判決においてである。すなわち、

「人は、人格権の一種 として、平穏安全な生活を営む権利(以 下、仮に、

平穏生活権又は単に生活権 と呼ぶ)を 有 しているというべきであって、騒

音、振動、排気ガスなどは、右の生活権に対する民法七〇九条所定の侵害

であり、 これによって生ずる生活妨害(こ の中には、不快感等の精神的苦

痛、睡眠妨害及びその他の生活妨害が含 まれる)は 同条所定の損害 という

べきである(右 の生活権は、身体権ない し自由権を広義に解すれば、それ

らに含 まれているともいえるが、それ らとは区別 して右に述べたような意

味で使 うこととす る。 これは被害の態様か らみると身体傷害にまでは至ら

ない程度の右のような被害に対応する権利である。)」

本判決の説示によると、平穏生活権の侵害を健康被害にまでは至 らない程度

の精神的苦痛、睡眠妨害等の生活妨害 と捉えていると考えられる。

学説においては、平穏生活権を生成中の精神的人格権であるとする見解があ

る。当説は、人格権 について身体的人格権 と精神的人格権 とを区別 して扱い、

身体的人格権の侵害の場合には被害の程度や侵害行為の態様のいかんを問わず

差止請求ができるとし、身体的人格権には至 らない精神的人格権の侵害の場合

には受忍限度判断的な被害の程度 と侵害行為の態様 との相関衡量的総合判断に
49)

よって差止 請 求 の成 否 が決 め られ る と解 す る。 そ して、平穏 生 活権 の性 格 とし

て、次 の3点 を挙 げ る。 第1に 、 単 な る不安感 や危 惧 感 で はな く、 生命 、 身 体

に対 す る侵 害 の危 険が、 一般 通常人 を基 準 として深 刻 で具 体 的 な危機 感 や 不 安

感 となって精神 的平 穏や 平穏 な生活 を侵 害 して い る場合 に は、 人格権 の一 種 と

しての平穏 生活権 の侵 害 と して差止 請求権 が生 じる。 第2に 、平 穏 生活権 は、

生命、身体 に対 す る侵害 の危 険か ら直接 に引 き起 こされ る危 険感、不安 感 に よっ
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て精神的平穏や平穏な生活を侵害されない精神的人格権であるから、身体権に

準じた重要性を有する。第3に 、平穏生活権に基づ く差止請求の可否の判断に
らの

ついては、人格権に基づ く差止請求権 と同様の相関衡量的判断に従 う。この説

によれば、平穏生活権 とは、身体権の侵害にまでは至っていないが、生命、身

体に対する侵害の危険が、深刻な具体的危機感や不安感 となって精神的平穏や

平穏な生活を侵害 している場合の精神的人格権であると解することになる。っ
5t)

ま り、 身体権 に直結 した精 神 的人格 権 で あ る とい うので あ る。

また、平 穏生 活権 の侵 害 につ いて、 「周辺住 民 の生命 ・身体 に対 す る侵 害 の危

険、精神 的平穏 に対 す る侵 害 が問題 とされ て い る点 で、被侵 害 利益 の点 で は絶
52)

対権 ・絶対 的利益侵害 と同質で あ る。」 と論及 し、単 な る精神的人格権 とは異なっ
53?

た強い保護が求められるとする学説 も存在する。

このように論 じられる平穏生活権 について、身体権 との関係をどのように理

解すればよいのであろうか。両者の関係性は、平穏生活権の性質の解明に本質

的な要素を提供 して くれるであろう。両権利の関係性については、2つ の対置

する立場が考えられる。

まず、平穏生活権を身体権 と同次元の絶対権 として捉え、人格秩序 に属する

と解する考 え方が成 り立つ。すなわち、平穏生活権は単なる精神的人格権では

なく、身体権に直結 した精神的人格権であるという身体権 との直結性の特質を

前面に出す ことにより、または被侵害利益の観点を重視することにより、平穏

生活権 も身体権 と同次元の絶対権であるとして、平穏生活権の要保護性を強調

する見解である。 しか し、このように平穏生活権 について身体権 との直結性に

比重をおいた理解をすると、平穏生活権の概念を限定することになるであろう。

なぜなら、平穏生活権 とは、プライバシーや平穏 な家庭生活の侵害等、身体権

に直結 しない生活妨害も含む精神的平穏を享受する権利であると解するのが一
　

般的であるか らである。さらに、平穏生活権を根拠 として差止めを求める裁判

では、地域性等を加味 した利益衡量によって受忍限度を判断することが妥当で

あるので、 ここでは絶対権が利益衡量を排除する意味で使われていないことに
55)

なる。

つぎに、平穏生活権を身体的人格権(絶 対権)の 外延部分に位置づけられる

生活利益の享受に関する保護法益であると捉え、生活利益秩序に属すると解す
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る立場が考えられる。身体権は絶対権であるから、その侵害は直ちに差止めが

認められる一方で、平穏生活権 は身体権ほど要保護性が求められ る法益ではな

いか ら、受忍限度を超えた侵害行為のみに差止めを肯認すると解するのである。

この見解によれば、平穏生活権が身体権に直結 している場合におけるその特質

は、あ くまで も受忍限度の判断の際に被侵害利益の性質 として考慮 されること

になる。生活妨害の差止請求の事案において、裁判所 は被害の程度 と侵害行為

の態様等 との相関衡量によって受忍限度を判断 しているので、利益衡量を正面

か ら認める点において判例 と親和的な考え方であるといえよう。

(3)身 体権 としての浄水享受権 と平穏生活権 としての浄水享受権

身体権 としての浄水享受権は、「質量 ともに生存 ・健康を損なうことのない水

を確保する権利」であるか ら、かかる水を確保できない場合には人の健康 はお

ろか生存についても保障できなくなるため、人格秩序に属 し、この種の浄水享

受権の侵害は直ちに侵害行為の差止めを認め、受忍限度的な利益衡量をする必
ss}

要 はな い。 これ に対 し、平穏生 活権 として の浄水 享受権 は、 「適切 な質 量 の生 活

用水 、一般 通 常人 の感覚 に照 ら して飲用 ・生 活用 に供 す るの を適 当 とす る水 を

確保 す る権 利 」で あ るか ら、侵 害行 為 が即座 に健 康被 害 を もた らす わ けで は な

く生 活利益 の享受 を問題 として い るた め、生 活利 益秩 序 に属 し、 この種 の侵害

は受 忍限度 を超 えた ときに初 めて差 止 め を容 認 す る こ とにな る と考 え るべ きで
57)

あ ろ う。平 穏生 活権 と して の浄 水享 受権 につ いて、平成4年 仙 台地裁 決 定 が判

示 した 「飲 用 ・生活用 に供 す るの を適 当 とす る水 を確保 す る権 利 」 を、平 成13

年福 島地裁 判決 は 「飲用 ・生 活用 に供 す るの を適 当 とす る水 を、受 忍 限度 を超

えて奪 わ れ ない権利 」 で あ る とい う表現 で言 いi換えて い る点 を見逃 して はな ら

ないので あ る。

水利用 の保護 につ いて は、 その用途 が規 定 的 な意 味 を有 す る。水 の利用 が水

質 また は水 量 において侵 害 された場合 に は、侵 害 された水 利用 の用 途 と被 侵害

利 益 の種 類 ・性 質 とは密接 な関係 にあ るか らで あ る。侵 害 され た水利用 の 目的

が達成 で きな くな った とき、 そ の 目的が飲用 で あれ ぼ人 格権 の侵 害 と解 され、

洗 濯や庭 の水 遣 り等 の生活用 水 で あれ ば生活利益 の侵害(生 活 妨害)と 捉 え ら

れ る。 また、灌溜i用や工業 用 で あれば、水 利権 とい う物権(財 産権)の 侵 害 と
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して扱 われ るこ とにな るので あ る。 同 じ水利用 の侵害 で も、水利用 の用途 によっ

て人格権 侵 害 とな り直 ちに差 止請 求が認 め られ た り、 生活 利益 の侵害 として利

益衡量 に よって差 止め の成否 が判断 された りす るので ある。 この意味 において、

水 の利用 はそ の用 途 に応 じて保護 の程 度 に差異 が あ るか ら、水 利用 の要保 護性
58)

はその目的によって段階的な構造を有するといえるのである。裁判例が2種 類

の浄水享受権の類型を生成 したことは、身体権 と平穏生活権 という人格権の一

環 としての具体的権利を用いて、 このような水利用の保護の段階的構造を裏付

け一し、質量 ともに適切な水を確保する権利の性質を明 らかにした点において重

要な意義を見出せるのである。

4.む す び

適切な質量の水を確保する権利を浄水享受権 と称 し、それには身体権および

平穏生活権の性質を有する2つ の類型があるとする考え方は、水が人の生存に

必要不可欠な物質であ り、かつ人が平穏で安全な生活を営むためにも必要な物

質であるという水の特質を、人格権の一環 としての具体的な権利のうえに反映

させたものである。これら2種 の浄水享受権は、同時に侵害されることはない

関係にある。つまり、身体権 としての浄水享受権の侵害が認められた ときには、

平穏生活権 としての浄水享受権の侵害は問題 とはならないのである。なぜなら、

平穏生活権は、身体権の侵害に至 らなかった場合の精神的平穏を確保する権利

であるので、身体権 としての浄水享受権の侵害が認められなかった ときに初め

て検討の対象 となる性質を有するからである。 したがって、身体権 としての浄

水享受権 には論及 しているが、平穏生活権 としてのそれには触れていない平成

Il年 水戸地裁決定および平成12年 鹿児島地裁決定の態度は、このような2種 の

権利の関係性を暗示 していると解せ られ るのである。

有害物質が飲料水や生活用水の水源に混入すると、水 とともに有害物質が体

内に摂取される危険性が考えられることか ら、清浄な飲料水等の確保は、社会

生活上、最優先されるべきものである。それゆえ、水質汚濁による健康被害の

高度の蓋然性が認められるならば、身体権 としての浄水享受権の侵害 と解 して、

直ちに侵害行為の差止請求を認容すべきと考えられる。一方、水質汚濁による
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健康被害の危険性が、深刻で具体的な不安感や恐怖感 となって精神的平穏や平

穏な生活を侵害 している場合には、精神的平穏を享受する法益の侵害 と解 し、

その侵害行為が受忍限度を超えた ときに差止請求が認められ ると理解すべきで

あろう。平穏生活権の概念を生成 してきた裁判例の立場か らは、受忍限度の判

断によって精神的平穏を享受する法益に権利性が付与され、その権利を根拠 と

して差止請求が認められると解することができよう。 このように浄水享受権は、

侵害行為が直ちに差止請求を認容する身体権 と、侵害行為が受忍限度 を超えた
59)

ときに差 止請 求 を認 め る平穏 生 活権 の性 質 を併 有 す る特徴 を もって い る。 か か

る浄 水享 受権 の特質 は、裁判例 が判示 して きた人格権 の具体 的 内容 を解 明 した

もの と理 解 で きるので あ る。

水 の利用 は、飲料 用 、生 活用 、灌概用 、 工業用 等 の用途 に応 じて保 護 の程度

に差 異 が あ るか ら、水 利用 の要保 護性 はその 目的 に よって段 階的 な構 造 を有 す

る と考 え られ る。裁判例 が 、浄水 享受権 の2類 型 を生成 した こ とは、 身 体権 と

平穏 生活権 とい う人格権 の....と しての具体 的権 利 を用 いて 、 この よ うな水 利

用 の保護 の段 階 的構 造 を裏 付 け し、質 量 ともに適 切 な水 を確保 す る権 利 の 内容

を明 らか に した もの として評価 で きるので あ る。

注

1)具 体的な事案の解決にあたっては、差止めだけが問題 になるのではな く、不法行為 に基

づ く損害賠償の請求や和解 の条件等、様々な角度か らの検討が必要である。本稿 において

は、差止請求の法的根拠 を何 に求めるべ きか とい う問題意識か ら差止めに焦点を絞 って論

を展開 していきたい。なお、廃棄物処理施設の操業をめ ぐる損害賠償の裁判例 につ いても

視野 に入れた論考 として、橘高栄子 「廃棄物の処理に関す る民事裁判例 の分析(1)(2・

完)」立教大学大学院法学研究25号(2000年)37頁 以下、26号(2001年)77頁 以下がある。

2)「 民法の一部 を改正す る法律」(平成16年12月1日 法律第147号)に よって民法は現代語

に改められた。 その際、民法709条 について、侵害 されたものが厳密な意味で権利 といえ

ないようなものであっても、それが法律上保護 される利益 にあたれば不法行為が成 立す る

との解釈 は判例 ・通説 として確立 したものであるという理由で、 「法律上保護 され る利益」

とい う文言が付加 された。本改正によって 「権利」 と 「法律上保護される利益」の2つ の

概念が併記 された ことに積極的な意義を見出しうるか、 という新たな問題が提起 された と

解するな らば、権利侵害 と法益侵害の異同の問題 を内在 させっっ、生活利益 の権利化 とい

う視点か ら本稿 の趣 旨を捉 えることも有益であるように思われ る。

3)そ の他 にも 「浄水享受権」について論及 した判決 として、大津地裁平成元年3月8日 判

決(判 例 タイムズ697号56頁)が ある。 しか し、当該判決は、人格権を根拠 として差 止請
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求ができるとしなが らも、浄水享受権は私法上の差止請求権の根拠 とはな りえないと判示

しているため、 ここにいう浄水享受権 は人格権の一種 としての具体的権利ではないと解 し、

本稿では取 り上げない こととした。当判決 は、次のような理由によって浄水享受権を認め

なかった。すなわち、①水源が汚濁 しても、浄水処理 によ り飲料水、生活用水 として適格

な水質 となれば、人の健康には影響を及ぼさないか ら、水源の清浄 さを権利内容 とする必

要性に乏 しいこと、②河川の流水は私権の目的 とな らないと規定されている(河 川法2条

2項)こ とか らすれば、流水の属性である清浄 さも私権 の目的 とはならない こと、③浄水

享受権なる私権を認めた場合、水源の清浄 さをめ ぐる多数の利害関係人の利害対立を調整

す る制度は民事訴訟 とならざるを得ないが、民事訴訟 はかかる利害対立の調整 をするには

不適当であること、④成文法上の根拠が薄弱であること、である。

4)坂 口洋一 「判批」『環境法判例百選』別冊ジュリス ト171号(2004年)140頁 以下参照。

5)ま た、本決定は、住民の立証責任 を軽減す る理論 を判示 した点において も重要な意義を

もつ。すなわち、 「一般の住民が、専門業者 を相手 として、業者の営業に関 して生 じる健

康被害 ・生活妨害を理由に、操業差止めを求めている事案 においては、証明の公平 な負担

の見地か ら、住民が侵害発生の高度の蓋然性にっ いて一応の立証をした以上、業者がそれ

にもかかわらず侵害発生の高度の蓋然性 のないことを立証すべ きであ り、それがない場合

には、裁判所 としては、侵害発生の高度の蓋然性の存在が認められ るものとして扱 うのが

相当である。」 と判示 した。っまり、侵害発生 の高度の蓋然性について住民が一応の立証

をすれば、事業者の側でその蓋然性がないことを立証すべきであると論及 し、住民の立証

責任 を軽減 したのである。

6)本 決定 のような条件付仮処分命令が認め られるか否かについては、議論の余地がある。

これについては、清水正憲 「判批」私法判例 リマークス14号(1997年)142頁 以下が詳細

である。

7)「 所有土地が本件処分場に搬入 される有害物質 によって汚染され、その財産 的価値が低

下す る危険性があるとは認められない。 よって、土地所有権に基づ く差止請求権 は認め ら

れない。」(判例 タイムズ903号255頁)

8)「 有害物質は灌概用水 を通 じて農作物に吸収 され、 さらに農作物 を食することによって

初 めて体内に入 るものであって、債権者 らが生活用水 として 日常的に直接飲用するのと異

な り、摂取する経路が間接的である上に、その量 もごくわずかであるか ら、 その危険性 も

小 さ く、一般通常人の感覚か らみて もその嫌悪感には顕著な差異があるとみるのが相当で

あることを考慮すると、事前に差止めを求める権利を認めることはで きない というべきで

ある。」(判 例 タイムズ903号255頁)

9)水 利用 の目的は被侵害利益の種類 ・性質 と密接 に関係 している点 に注目すべ きである。

10)こ のことは、後述する水戸地裁平成11年3月15日 決定(判 例時報1686号86頁 、判例タ

イムズ1053号274頁)に 如実 にあ らわれている。

11)坂 本慶一 「判批」判例 タイムズ1036号(2000年)296頁 以下参照。

12)水 戸地裁 は、 「農業用水 として利用 している債権者 らについては、農業経営 を侵害 され

ないような安全な水質を確保す ることのできる権利を有すると考えられるところ、他人の

行為によって、水質が害 され、右権利が侵害される可能性が高 く、その侵害の程度が深刻

である場合には、その行為 を事前に差 し止めることも認 められ る」 と判示 しながらも、「農
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業用水 は、水道水の ように直接汚染そのものが人体に影響 を及ぼすものではな く、その水

によって生育 した農産物に影響す ることによって間接的に影響するわけであ り、万一被害

が発生 した場合 には、その発見及び回復 も飲用水 ほど困難 とは思料 されないので、事前差

止めまでを求める保全 の必要性はない」 と判示 して、差止めを否定 したのである。確かに、

農業用水 は、飲用ではないため人体に対 して直接 に影響 を及ぼすものではないが、有害物

質が混入 した農業用水 を使用す ることによって汚染された農作物が生産 され る危険性があ

る。 それゆえ、安全 な農作物が生産 できな くなる高度の蓋然性が認められ る場合 には、水

利権の侵害 として侵害行為の差止めを認容す るのが妥当であろう。汚染 された農業用水が

原因で安全な農作物が生産で きな くなれば、農業用水の 目的が達成 されないか らである。

13)公 共性(社 会的有用性)の 観点か らも両者 の相違を見出す ことができる。すなわち、水

道水は住民一般の利益にかかわ り公共性が高いが、農業用水 は水利権者のみが利益 を享受

しうるのであるか ら公共性 は問題 とはな らないのである。

14)本 判決 は、侵害発生の高度の蓋然性の証明に関 して原告の証明責任の軽減 を図 っている

点において も意義を有す る。

15)差 止請求権の理論的な発生根拠 について考察 した論稿 として、根本尚徳 「差止請求権の

発生根拠 に関す る理論的考察 一 差止請求権の基礎理論序説(1)(2)」 早稲田法学80巻

2号(2005年)109頁 以下、80巻4号(2005年)209頁 以下が示唆的であ る。

16)3つ の基本類型の析出は、従来の議論 を 「法的構成 の理念型」 として整序 した藤岡康宏

「不法行為 と権利論 一一権利論の二元的構成 に関する一考察 一一」早稲田法学80巻3号(2005

年)159頁 以下に負 うところが多い。

17)公 害において問題 となる排煙や臭気のような不可量物 または騒音や振動の ようなエネル

ギーの侵入について も所有権等の物権に対す る侵害 と解 して、物権的請求権の一種 として

の差止請求権を認める考え方である(我 妻栄 『物権法(民 法講義II)』(岩 波書店、1952年)

176頁 、末川博 『物権法』(日 本評論社、1956年)280頁 等)。

18)公 害等による生命、身体等への侵害は人格権への侵害であ り、 この排他的な権利 として

の人格権 に基づいて差止請求 しうるとする見解である(好 美清光 「不動産賃借権 の侵害」

『不動産法体系皿』(青 林書 院新社、1970年)580頁 、沢井裕 「差止請求 と利益較量」法律

時報43巻8号(1971年)10頁 、石田喜久夫 「人格権」判例時報797号(1976年)22頁 等)。

19)良 き環境 を享受 し、かつ これ を支配 しうる権利を環境権 として構成 し、環境が汚染 され

た場合、環境権を根拠 にして差止めを求めることができると解する説である(大 阪弁護士

会環境権研究会 『環境権』(日本評論社、X973年)77頁 以下、篠塚昭次 「『環境権』否定判

決への疑問」法律時報46巻5号(1974年)23頁 、牛山積 「大阪空港控訴審判決 と人格権 ・

環境権」法律時報48巻2号(1976年)48頁 等)。

20)差 止めの根拠 を民法709条 の不法行為の要件 自体 に求 める見解である(浜 田稔 「不法行

為の効果 に関する一考察」私法15号(1956年)91頁 以下、伊藤進 「判批」判例時報715号

(1973年)139頁 、加藤雅信 『新民法大系V事 務管理 ・不当利得 ・不法行為第2版 』(有

斐閣、2005年)297-298頁 等)。

21)故 意 ・過失 と違法性の要件 を一元化 して受忍限度 という判断枠組みを設定 し、その受忍

限度 を超 える侵害があった場合に差止めを認めようとす る学説である(加 藤一郎編 『公害

法の生成 と展開』(岩 波書店、1968年)405頁 〔野村好弘〕、淡路剛久 「公害 における故意 ・
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過 失 と違 法性 」 ジ ュ リス ト458号(1970年)375頁 等)。

22)藤 岡 ・前掲注(16)178頁 参照。根 本 ・前 掲注(15)は 、違法侵 害説 に立 ち、 その解 釈

論 的基礎 づ けを試 み る。

23)藤 岡 ・前掲 注(16)178頁 は、 「違法侵害説 は、不法行為 法、物 権 的請 求権 それぞれの法

発 展 を取 り込 み、その成果 の統合 を図 るもので あ るが、独立 に値 す るために は、統合 を基

礎 づ ける理論 が開拓 され る必 要 が あ る」 と指摘 す る。

24)沢 井裕 「公 害の差止請 求」ジ ュ リス ト増刊 『民法の争点II』(1985年)211頁 、同 『テ キ

ス トブ ック事務 管理 ・不 当利 得 ・不法 行為第3版 』(有 斐閣 、2001年)124-126頁 。

25)四 宮 和夫 『事務管理 ・不 当利 得 ・不法行為 下巻』(青 林書 院、1985年)477-480頁 、潮

見佳男 『不 法行為法』(信 山社 、1999年)492頁 、吉村 良一 『不 法行 為法第3版 』(有 斐 閣、

2005年)II2--II3頁 等 。 さ らに、侵 害行 為 を積極 的侵害 と消極 的侵 害 に区分 して、 この分

類 に対応 した二 元的構成 を展 開す る学説 が あ る。すな わち、積極 的侵 害 につ いては人格 権

の侵害 と解 し、権 利侵害 をもって直 ちに差止 めが認め られ るが、消極 的侵 害 について は人

格 的利 益 の侵害 と解 し、不 法行為 に基 づい て利益 衡量 に よ り差 止請 求の可否が判 断 され る

とい う見解 で あ る(大 塚 直 「生活妨 害 の差 止 に関 す る基 礎 的考 察(8・ 完)一 物権 的妨

害排 除請 求 と不 法行為 に基づ く請 求 との交錯 一 」法学協会雑 誌107巻4号(1990年)517

頁 以下)。 大 塚説 を評価 す る論稿 として、 田 口文 夫 「公害 ・環境汚 染 に対す る民事差 止訴

訟 の動 向 と問題 点」 『環 境法 の諸相 一 有 害産 業廃棄物 問題 を手 がか りに』(専 修大 学 出版

局 、2003年)77頁 等 が あ る。

26)吉 田克 己 『現代 市民社 会 と民 法学 』(日 本評 論社 、1999年)273頁 。

27)市 民社 会 の基 本 的諸秩序 を提示 した広 中理論 は、 「財貨 秩序」 を中心 とした従来 の民法

の体 系 的理解 に対 して、新 しい視座 を提 供 す る理論 として評価 され てい る(大 村敦志 「民

法 と民 法典 を考 え る 一 『思想 としての民法 』の ため に 一 」広 中俊雄 責任編 集 『民法研

究1巻 』(信 山社 、1996年)12-13頁 参照)。

28)広 中俊 雄 『民法綱 要第1巻 総論 上』(創 文社 、1989年)13頁 。

29)広 中 ・前掲 注(28)19頁 。

30)広 中理論 は、 「社 会 的意識 に結実 して い る もの としての、環境 か らの生活 利益 の享受 の

仕組 みを、 『生 活利益 秩序』」 と解 してい るか ら、法秩序 の析 出 にあた って社会 的意識 が重

視 され て い る こ とに留 意すべ きで あ る(広 中 ・前掲注(28)15頁)。

31)広 中 ・前 掲注(28)15、18-19頁 。

32)吉 田克 己 「判批 」民商 法雑誌120巻6号(1999年)175頁 。私道 の通行 妨害 を生活妨 害

として捉 え、生活利益秩序説 を取 り上 げた論 考 として、拙稿 「私道 通行 の保護 と人格権 一

生活妨 害 にお け る私道 の通行 妨害 の位 置づ け 一 」創価 法学32巻1=2号(2002年)155

頁以下 が あ る。

33)吉 田克 己 「判批 」判例 タイ ムズ1120号(2003年)71頁 。

34)藤 岡康宏 教授 は、 この秩序違反説 にっ いて、伝統 的な理論で は十分 に対処 で きなか った

損害賠償 と差止 めの関係 を見 直す契機 を与 え、 たん に生活利益秩序 や競争利 益秩序 にお い

て差止請 求権 を肯定 す るとい う目的 に とどま りえない、広が りの あ る問題 堤起 で あ る と評

価 す る(藤 岡康宏 『損 害賠償 法 の構 造』(成 文堂 、2002年)30-31頁)。

35)拙 稿 ・前掲注(32)174頁 。 また、藤岡康宏e須 賀憲子 「環境利益 の救 済法理 につ いて 一一
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景観 権確立に関する一考察」富井利安編 『環境 ・公害法の理論 と実践』(日本評論社、2004

年)49頁 も、なぜ 「秩序」違反が差止めの法的構成 として許容され るのか とい う根拠づ け

に問題が残 ると指摘す る。

36)判 例の展開において、重要 な位置を占め るものは、航空機 の夜間離発着の差止めを求め

た大阪空港公害訴訟控訴審判決である。本判決 において、人格権 は人間の存在に とって最

も基本的な事項であ り、法律上絶対的に保障されるべ きものであ り、何人 もみだ りに侵害

することは許 されず、その侵害に対 してはこれを排除する権能が認められなければな らな

い と判示 して、人格権に基づ く妨害排除 ・妨害予防請求権 を肯認 したのである。 この判決

によって、人格権 は裁判例の上で定着 した と言われてい る。

37)沢 井裕 『公害差止の法理』(日 本評論社、1976年)15頁 。

38)大 阪弁護士会環境権研究会 ・前掲注(19)105、140頁 。 そこで、裁判官 に依拠すべ き基

準を提示 し、法 的安定性を確保するため、差止請求の法的構成 を考察す る必要が説かれ、

前述 した諸学説 が登場 して きたので ある。

39)判 例 において、権利侵害は差止認容の結論を正当化するための 「枕詞」 として用 い られ

ているにすぎない と評 され る所以で ある(大 塚 ・前掲注(25)540頁)。

40)神 戸地判平成12年1月31日 判例時報1726号74頁 。

41)二 元的構成を判示する裁判例 は、い くつか散見 される。た とえば、神戸地判昭和61年7

月17日 判例 タイムズ619号139頁 以下は、身体 に対す る侵害の場合 とそれ以外の侵害の場

合 とで人格的利益の権利性 を別意に解 し、前者の侵害に対 しては直ちに差止めを認容する

一方で、後者の侵害に対 してはそれを当然に違法 とはせず、受忍限度の判断に差止めの成

否を委ね る立場 を採 ってい る。

42)淡 路剛久 「廃棄物処分場をめ ぐる裁判の動向 一 人格権 としての平穏生活権の進展 一 」

環境 と公害31巻2号(2001年)9頁 参照。

43)五 十嵐清 『人格権法概説』(有 斐閣、2003年)19頁 参照。

44)加 藤 ・前掲注(20)188頁 以下参照。

45)直 ちに差止めが認め られ るといって も、 被害の程度 に関 して疾病 と不健康の状態の差

異をいかに掌握す るか、つま りどのような状態を もって健康被害が生ず る高度の蓋然性が

あると判断するか、身体権 と他の権利が抵触する場合いかに調整するか等を考える と、あ

る程度、受忍限度的な総合判断をせ ざるをえないか ら、全 く利益衡量の要素 を排除 してい

るわけではない。

46)平 穏生活権について詳述 した論稿 として、須加憲子 「高度 な危険性を有する(バ イオハ

ザー ド)研 究施設 による 『不安感 ・恐怖感』 と 『平穏生活権』について 一 国立感染症研

究所実験等差止事件を契機 として 一 」早稲田法学78巻1号(2002年)167頁 以下がある。

47)東 京高判昭和62年7月15日 判例時報1245号3頁 。

48)須 加 ・前掲注(46)173頁 は、i損害賠償請求の保護法益 としての平穏生活権 については、

比較的古 くか ら用いられてい ると指摘す る。

49)淡 路 ・前掲注(42)9-10頁 。

50)淡 路 ・前掲注(42)12頁 。

5Dこ のような解釈 は、プライバシーを平穏生活権 として捉える見方 を視野に入れず に成 り

立 っているように思われ る。通常、平穏生活権 とは、プライバシーや平穏な家庭生活の侵
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害等、身体権 に直結 しない生活妨害 も含む精神的平穏 を享受する権利で あると解されてい

るか ら、この一般的理解 と当該解釈には隔た りがあるといえよう。平穏生活権 としてのプ

ライバシーの権利については、潮見佳男 『基本講義債権各論II不 法行為法』(新世社、2005

年)185頁 以下が詳細である。

52)潮 見 ・前掲注(25)60頁 。引用部分は、暴力団事務所が存在す ることにより周辺住民の

生活の平穏が害 されているとして、事務所 としての建物の使用差止め、 その他の法的救済

を求めた事案についての論述であることに注意を要す る。

53)潮 見 ・前掲注(25)61頁 は、 「この問題 は、暴力団以外の団体 ・自然人の行動により生

活の精神的平穏がおびやかされた り不安感が惹起 ・憎悪 されている場合の法的処理 に関す

る問題 にもつなが るひろが りを見せてい る」 と言及す る。

54)須 加 ・前掲注(46)182頁 は、裁判例 において平穏生活 とい う概念が利用 されてきた場

面 とその発展をたどることによ り、平穏生活権が果たす役割を次の5点 にまとめている。

すなわち、①差止請求の根拠、② プライバシー侵害事例のような純粋な精神的平穏の保護、

③家庭生活に関連す る平穏の保護、④身体、生命 に直結 した精神的平穏の保護、⑤身体、

生命 に直結 しない精神的平穏 の保護、である。

55)こ のように絶対権 に利益衡量を安易に取 り込むことは、平穏生活権 を絶対権 と位置づ け

ることの意味を喪失 させ ることになろう。

56)疾 病の判定、身体権 と他の権利 との調整等においては、ある程度、受忍限度的な総合判

断をせ ざるをえないか ら、全 く利益衡量の要素 を排除 しているわけではない点に留意すべ

きである。 このように完全 には利益衡量 を排除できないのであるが、権利侵害をもって直

ちに差止めを認容する要保護性の強い人格権 と利益衡量によって違法性 を判断する生活利

益を対置 させ、利益衡量が決定的に機能す る場面 を明確にすることにより、法的安定性を

確保す ることは有益であると考 えられるのである。

57)生 活利益秩序 に属すると把握す るか らには、問題 になっているのは平穏生活権 とい う 「権

利」の侵害ではなく、精神的平穏を享受す る生活利益の侵害であると理解すべきであろう。

58)飲 用水の利用であれば人格秩序、生活用水の利用であれば生活利益秩序、灌概 また は工

業用水の利用であれば財貨帰属秩序 とい うように、水 の利用 はその目的に応L'て 属す る法

秩序が異なるか ら、水利用の要保護性 について もこの秩序類型に沿った形で段階的な構造

を有す ることになるといえよう。

59>厳 密な意味において 「権利」概念を用 いるならば、平穏生活権および浄水享受権を 「権

利」の一種 として捉えることには違和感がある。 「権利」概念に利益衡量を持 ち込んでい

るか らである。 しか し、裁判例は、利益衡量によって人格権の外延部分を画定 しているた

め、 「権利」概念を厳密な意味 において捉えていない ことは明 らかで ある。裁判例で形成

されて きた平穏生活権および浄水享受権 は、 このような立場 を前提 とした権利であること

に注意 を要する。

【付記 】 本稿 は、 第15回 民事法研 究会(2005年9月8日 開催)に お け る…報告

に加筆 ・訂 正 した もの で あ る。席 上、諸先 生方 か ら多数 の有益 な ご教 示 を

頂 戴 した こ とに対 して、 心か ら謝意 を表 す る次 第 で あ る。


